
192

林道災害調査業務(峰越連絡高隈線)
(鹿児島県鹿屋市下高隈町)
令和3年10月7日～令和3年11月19日
（建設コンサルタント）

支出負担行為担当官
九州森林管理局長
小島孝文

熊本県熊
本市西区
京町本丁
2-7

令和3年10月7日
株式会社森林総合技術
コンサルタント
法人番号8330001007937

熊本県熊
本市東区
保田窪本
町6－1

会計法第29条
の3第4項（緊
急随意契約）

令和３年８月の豪雨により、林道災害が発生した箇所であ
り、早急に災害調査を行う必要があるため。

5,126,000 4,730,000 92.2% - - - - - - -

193

林道災害調査業務(永山林道外3)
(佐賀県神埼郡吉野ヶ里町外)
令和3年10月7日～令和3年11月19日
（建設コンサルタント）

支出負担行為担当官
九州森林管理局長
小島孝文

熊本県熊
本市西区
京町本丁
2-7

令和3年10月7日
株式会社森林テクニクス
九州支店
法人番号9010001100244

熊本県熊
本市西区
池田2－1
－58

会計法第29条
の3第4項（緊
急随意契約）

令和３年８月の豪雨により、林道災害が発生した箇所であ
り、早急に災害調査を行う必要があるため。

6,358,000 6,050,000 95.1% - - - - - - -

194

林道災害調査業務(柏川林道外1)
(熊本県下益城郡美里町外)
令和3年10月11日～令和3年11月19日
（建設コンサルタント）

支出負担行為担当官
九州森林管理局長
小島孝文

熊本県熊
本市西区
京町本丁
2-7

令和3年10月11日
熊本県森林組合連合会
法人番号1330005001587

熊本県熊
本市東区
戸島2-3-
35

会計法第29条
の3第4項（緊
急随意契約）

令和３年８月の豪雨により、林道災害が発生した箇所であ
り、早急に災害調査を行う必要があるため。

2,453,000 2,420,000 98.6% - - - - - - -

195

林道災害調査業務(内住林道外1)
(福岡県飯塚市外)
令和3年10月11日～令和3年11月19日
（建設コンサルタント）

支出負担行為担当官
九州森林管理局長
小島孝文

熊本県熊
本市西区
京町本丁
2-7

令和3年10月11日
株式会社森林テクニクス
九州支店
法人番号9010001100244

熊本県熊
本市西区
池田2－1
－58

会計法第29条
の3第4項（緊
急随意契約）

令和３年８月の豪雨により、林道災害が発生した箇所であ
り、早急に災害調査を行う必要があるため。

3,773,000 3,575,000 94.7% - - - - - - -

196

林道災害調査業務(神浦林道)
(長崎県長崎市神浦北大中尾町)
令和3年10月11日～令和3年11月19日
（建設コンサルタント）

支出負担行為担当官
九州森林管理局長
小島孝文

熊本県熊
本市西区
京町本丁
2-7

令和3年10月11日
株式会社森林テクニクス
九州支店
法人番号9010001100244

熊本県熊
本市西区
池田2－1
－58

会計法第29条
の3第4項（緊
急随意契約）

令和３年８月の豪雨により、林道災害が発生した箇所であ
り、早急に災害調査を行う必要があるため。

3,894,000 3,740,000 96.0% - - - - - - -

197

林道災害調査業務(中川内林道外3)
(大分県日田市中津江村外)
令和3年10月11日～令和3年11月19日
（建設コンサルタント）

支出負担行為担当官
九州森林管理局長
小島孝文

熊本県熊
本市西区
京町本丁
2-7

令和3年10月11日
株式会社森林総合技術
コンサルタント
法人番号8330001007937

熊本県熊
本市東区
保田窪本
町6－1

会計法第29条
の3第4項（緊
急随意契約）

令和３年８月の豪雨により、林道災害が発生した箇所であ
り、早急に災害調査を行う必要があるため。

11,154,000 10,450,000 93.6% - - - - - - -

No.7 198

林道災害調査業務(白髪林道)
(熊本県球磨郡あさぎり町)
令和3年10月29日～令和3年11月30日
（建設コンサルタント）

支出負担行為担当官
九州森林管理局長
小島孝文

熊本県熊
本市西区
京町本丁
2-7

令和3年10月29日
株式会社森林テクニクス
九州支店
法人番号9010001100244

熊本県熊
本市西区
池田2－1
－58

会計法第29条
の3第4項（緊
急随意契約）

令和３年８月の豪雨により、林道災害が発生した箇所であ
り、早急に災害調査を行う必要があるため。

2,827,000 2,805,000 99.2% - - - - - - -

199

林道災害調査業務(加江田林道外4)
(宮崎県宮崎市)
令和3年10月29日～令和3年11月30日
（建設コンサルタント）

支出負担行為担当官
九州森林管理局長
小島孝文

熊本県熊
本市西区
京町本丁
2-7

令和3年10月29日
一般社団法人宮崎県治
山林道協会
法人番号7350005000136

宮崎県宮
崎市宮田
町10－28

会計法第29条
の3第4項（緊
急随意契約）

令和３年９月の台風１４号により、林道災害が発生した箇
所であり、早急に災害調査を行う必要があるため。

8,030,000 7,700,000 95.8% - - - - - - -

200

小岳林道改良工事
（長崎県大村市）
令和3年11月19日～令和4年3月18日
(土木一式工事(固定工（ロープ伏工外)）

分任支出負担行為担当官
長崎森林管理署長
髙木敏

長崎県諫
早市栗面
町804-1

令和3年11月18日
有限会社藤岡建設
法人番号6310002017583

長崎県大
村市東大
村1-2270-
5

会計法第29条
の3第4項（緊
急随意契約）

　当該箇所下方に小岳林道災害復旧工事契約を締結し
着手したところ、その上部の法面の岩盤及び転石が崩落
する恐れが判明した。
  このことから小岳林道災害復旧工事を施工するにあた
り、安全確保出来ない状況にあるため、上部法面の復旧
を最優先とし、緊急的に法面保護（固定工）を施工するこ
ととし随意契約したものである。

22,524,700 21,981,300 97.5% - - - - - - -

No.4 201

萱瀬山治山工事2
（長崎県大村市）
令和4年3月14日～令和4年3月31日
(土木一式工事(山腹工 0.06ha))

分任支出負担行為担当官
長崎森林管理署長
髙木敏

長崎県諫
早市栗面
町804-1

令和4年3月14日
株式会社小場組
法人番号6310003001917

長崎県島
原市大下
町丙1007-
4

会計法第29条
の3第4項（緊
急随意契約）

　当該地は、令和2年7月豪雨により山腹崩壊が発生し、
流出した土砂が、下方に位置する県および市の農業用水
路を破壊したことから復旧工事を計画した箇所であるが、
入札を行うも3回の不調となった。このまま復旧工事が遅
延すると、今後の梅雨期や台風時期に崩壊地の拡大並
びに不安定土砂が流出し、再度農業用水路を破壊するこ
とが懸念されるため緊急に施工を行う必要が生じたもの。

15,539,700 15,510,000 99.8% - - - - - - -

202

椎葉２治山工事（関連災）
（熊本県球磨郡相良村）
令和4年3月16日～令和4年3月31日
(土木一式工事(柔構造バリア設置工 1基
10m)）

分任支出負担行為担当官
熊本南部森林管理署長
赤星良治

熊本県人
吉市西間
上町
2670-1

令和4年3月15日
那須建設株式会社
法人番号7390001011133

山形県長
井市屋城
町7-1

会計法第29条
の3第4項（緊
急随意契約）

　本工事箇所は令和2年7月豪雨による渓流荒廃に伴う土
石流の発生により、下流の林道（相良五木線）に被害を与
えたため、早期復旧を目指し、災害復旧のための入札を3
回執行したが、いずれも入札不調となり、工事に着手でき
ない状況となっている。
　林道の復旧・保全を図るためには、治山工事の施工が
不可欠となっており、地元相良村からの強い施工要望も
あることから、緊急な対応策が必要なため。

49,985,100 49,500,000 99.0% - - - - - - -
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２－２　入札方式発注事業一覧表

※公益法人の区分において、「公財」は、「公益財団法人」、「公社」は、「公益社団法人」、「特財」は、「特例財団法人」、「特社」は、「特例社団法人」をいう。


